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１ はじめに 

  当開校準備委員会は、横浜市教育委員会が策定した「横浜市立小・中学校の規模及び

配置の適正化並びに通学区域制度の見直しに関する基本方針」に基づき、元石川小学校

第二方面校（以下「新設校」という。）の設置に当たって、次の項目を検討するため、平

成２１年６月に設置されました。 

以降、５回にわたり新設校に関わる諸課題を検討し、これを取りまとめましたので、

次により意見を申し述べます。 

 

２ 新設校の整備目的及び通学区域設定に当たっての基本的考え方 

  新設校の整備目的は、元石川小学校の通学距離及び通学区域の適正化、並びに仮設

校舎の解消による教育環境の改善にあります。 

  よって、この整備目的を最優先に考慮した上で、元石川小学校の通学区域の分割を

前提とし、新設校の通学区域を設定しました。 

 

３ 新設校の通学区域 

  新設校の通学区域は次のとおりとします。 

  美しが丘西一丁目～二丁目全域、美しが丘西三丁目１番地～１１番地、４３番地、

４５～５４番地、５７～５９番地、６１～６５番地、元石川町７１３８番地～ 

７２４４番地、７２４７番地～７２６７番地、７２６９番地、７２７２番地～７３０

８番地、７３１０番地、７３１５番地～７４４１番地、７５１２番地～７５１３番地

（美しが丘西保木自治会区域） 

   

４ 新設校に関する特別調整通学区域の設定について 

  新設校の特別調整通学区域は次のとおりとします。 

  （１） 指定校：元石川小学校、受入校：新設校 

      元石川町７５１０番地～７５１１番地（元石川町愛郷自治会区域） 

   （２） 指定校：新設校、受入校：元石川小学校 

        元石川町７３２７番地、７３３７番地～７３３８番地、７５１２番地～ 

７５１３番地（美しが丘西保木自治会区域の一部） 

 

５ 小学校通学区域の設定時期及び対象とする児童 

  小学校通学区域の設定時期は、元石川小学校第二方面校開校の平成２５年４月とし、

新設校の児童は、元石川小学校の通学距離及び通学区域の適正化並びに新設校の円滑

な学校運営を図るため、原則として、新設校の通学区域内の小学校１年生から６年生

までの児童とします。 



６ 学校名 

  学校名案を公募し、公募の結果を参考に検討した結果、新設校の学校名は次のとお

りとします。 

 

              案 「美しが丘西小学校」 

 

  付帯事項： 

  新設校の学校名については、この地域に古くから伝わっている地名の「保木」を学

校名として残し、子どもたちに親しんでもらうとともに、将来に伝えていきたいとい

う意見もありましたが、今回地域の方や子どもたちに参加してもらったアンケートの

集計結果を尊重し、最終的には「美しが丘西」案を開校準備委員会で採用することと

なりました。 

 

７ 小学校の新設に伴う中学校の通学区域変更について 

  小学校の新設に伴い、中学校の通学区域を次のとおり変更します。 

  （１） 該当区域  

ア 美しが丘西三丁目５５番地～５６番地 

    イ 美しが丘西三丁目１０番地～１１番地、４３番地、４５番地 

  （２） 変更内容 

ア 指定校を山内中学校から、すすき野中学校へ変更します。 

    イ 指定校をすすき野中学校から、山内中学校へ変更します。   

  （３） 変更時期 

      平成２５年４月１日 

  

８ 小学校の新設に伴う中学校の特別調整通学区域設定について 

  小学校の新設に伴い、関係中学校に次のとおり特別調整通学区域を設定します。 

  （１） 該当区域  

ア 美しが丘西一丁目及び元石川町７１３８番地～７２４４番地、７２４７番

地～７２６７番地、７２６９番地、７２７２番地～７３０８番地、７３１０

番地、７３１５番地～７４４１番地、７５１０番地～～７５１３番地 

    イ 美しが丘西二丁目 

    ウ 美しが丘西三丁目１番地～１１番地、４３番地、４５～５４番地、５７～

５９番地、６１～６５番地  

（２） 設定内容  

    ア 新設校開校時の指定校である山内中学校の他に、受入校として美しが丘中学

校も通学可能となります。 

    イ 新設校開校時の指定校である山内中学校の他に、受入校として美しが丘中学

校及びすすき野中学校も通学可能となります。 

    ウ 新設校開校時の指定校である山内中学校の他に、受入校としてすすき野中学

校も通学可能となります。 

（３） 設定時期 

      平成２５年４月１日 

 

 

 



９ 新設校の施設に関する要望について 

  新設校の通学区域に関係の深い自治会員やＰＴＡ会員等からなる分科会を開催し、そ

こでの議論を参考に検討した結果、新設校の施設について次のとおり要望しますので、

検討をお願いします。 

 （１） 地域が望む学校像について 

     次の学校像を考慮した学校施設としてください。 

     ・「人と人との出会いや結びつきを大切にする学校」 

・「地域やまちとの結びつきを大切にする学校」 

・「共に学び創造性を育む学校」 

 （２） 地域交流室について 

・「お話の会、子育て支援、市民図書館、学校開放、学援隊、ＰＴＡ、消防、

学校ボランティア、昔遊び、地域史や伝統芸能の伝承」に使用することを

考慮した地域交流室としてください。 

・動線等を考慮し、防犯防災の拠点としてきちんと機能する地域交流室とし

てください。 

・独立性・自主管理性がある地域交流室としてください。 

・出入りしやすい場所（１階）に地域交流室を配置してください。 

 （３） シンボルツリーについて 

     季節感があり、落葉した後も形が美しい「メタセコイア」をシンボルツリー

として植栽してください。 

 （４） 色について 

     学校の外壁は、「親しみやすく、自然な」美しが丘西地区のイメージに合い、

学校周辺の豊かな自然環境や伝統的な建物と調和する色としてください。 

具体的には、淡い色で優しい印象の「暖色系の黄色」を建物全体に使用して

ください。また、一部に他の色を使う場合は、保木薬師堂のイメージの「茶色」

を使用することを検討してください。 


